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タイトル 小学校水泳授業における民間事業者による体罰の発生 

開催日時  

開催場所  

内容 

市立小学校の水泳授業は、令和５年度より市内の事業者に委託し実施し

ております。そのような中、7月 17日（水）の吉田小学校水泳授業にお

いて、委託事業者であります有限会社コア・スポーツプラザ（富士吉田市

上吉田東）のプール内にて、同事業者の代表者が児童１名に対し、頬を叩

く、後頚部付近から頭部付近をおさえて移動させるといった体罰を行う事

案が発生いたしました。 

このことを受け、市教育委員会では当該事業者が引き続き水泳授業を行

うことは不適切と判断し、当該事業者による水泳授業を中止し、予定して

いた２学期の水泳授業を別の事業者にて実施できるよう調整を進めてい

るところであります。 

また、本件の保護者への周知につきましては、市教育委員会から市内全

小学校の保護者にメール配信にてお知らせいたします。 

 

 

【教育長コメント】 

今回、このような民間事業者による体罰事案が発生してしまい、被害を

受けた児童とご家族の方々に深くお詫び申し上げます。民間事業者による

水泳授業であっても体罰は決してあってはならないことであります。今後

このようなことが発生しないよう、事業者への指導を徹底してまいりま

す。 

富士吉田市教育委員会教育長 渡邊 治男 
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